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問
／
市
は
自
治
基
本
条
例
で
、
地
域
自
治
区
内
に
地
域
協

議
会
と
事
務
所
を
置
く
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
域
自
治

の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
市
長
の
附
属
機
関
を

作
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
事
務
所
は
地
域
協
議
会
の

事
務
局
で
は
な
く
、
地
域
自
治
区
内
の
自
治
推
進
事
務
所

で
あ
り
、
市
か
ら
言
え
ば
都
市
内
分
権
の
権
限
移
譲
先
と

い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
市
長
は
ど
う
考
え
る
か
。

答
／
地
域
協
議
会
は
市
長
等
か
ら
の
諮
問
や
自
主
的
審

議
に
関
し
て
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
役

割
を
持
ち
、
事
務
所
は
市
長
か
ら
の
分
掌
に
よ
り
事
務
を

行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

問
／
地
域
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
実
践

し
て
い
く
こ
と
が
、
地
域
の
人
材
育
成
も
含
め
優
先
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

答
／
「
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
は
自
治
基
本
条
例
に

も
掲
げ
て
い
る
上
越
市
の
自
治
の
基
本
原
則
の
一
つ
で

あ
り
、
今
後
も
推
進
し
て
い
く
。

　
公
の
施
設
の
過
剰
設
備
を
有
効
活
用
す
る
仕
組
み
を

問
／
公
の
施
設
の
什
器
や
設
備
が
設
置
後
に
不
要
や
余

剰
、
過
剰
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
る
。
総

点
検
し
一
元
管
理
す
る
と
と
も
に
、
庁
内
他
部
署
や
市
民

が
リ
ユ
ー
ス
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
／
す
で
に
仕
組
み
は
で
き
て
い
る
の
で
、
活
用
で
き
る

よ
う
周
知
に
努
め
る
。

問
／
令
和
４
年
３
月
、
県
は
県
内
で
発
生
す
る
可
能
性

の
あ
る
大
地
震
を
想
定
し
、
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
き
、

様
々
な
角
度
か
ら
起
こ
り
う
る
被
害
予
想
を
調
査
報
告

書
と
し
て
発
表
し
た
。
高
田
平
野
西
縁
・
東
縁
断
層
帯
に

よ
る
大
地
震
の
可
能
性
が
あ
り
、
極
め
て
甚
大
な
被
害
が

予
想
さ
れ
て
い
る
。
市
民
へ
の
周
知
と
安
全
・
安
心
を
守

る
た
め
の
課
題
を
ど
う
整
理
し
た
か
。
ま
た
、
課
題
解
決

に
は
緊
急
性
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

答
／
県
の
発
表
を
受
け
、
令
和
５
年
３
月
に
「
上
越
市
耐

震
改
修
促
進
計
画
」
を
改
定
し
た
。
市
民
の
生
命
・
財
産

を
守
る
た
め
、
令
和
７
年
度
末
に
お
け
る
住
宅
の
耐
震
化

率
92
％
を
目
標
に
、
迅
速
に
耐
震
化
を
進
め
る
施
策
が
必

要
と
考
え
て
い
る
。

問
／
耐
震
に
よ
る
減
災
効
果
は
有
効
で
、
県
内
の
多
く

の
市
町
村
で
も
補
助
制
度
が
あ
る
。
耐
震
設
計
・
改
修
は
、

市
内
循
環
型
経
済
活
性
化
に
も
資
す
る
た
め
、
補
助
を

行
っ
て
は
ど
う
か
。

答
／
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
、
旧
耐
震
基
準
の
建
物
被

害
が
約
90
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
旧
耐
震

基
準
の
住
宅
の
耐
震
化
に
重
点
的
に
取
り
組
む
。
耐
震
設

計
・
改
修
の
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
て
、
住
宅
の
段
階
的
耐
震
化
や
除
却
な
ど
の
対
応
方

法
を
幅
広
く
提
示
し
た
上
で
、
必
要
と
な
る
支
援
の
在
り

方
に
つ
い
て
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
検
討
を
進
め
る
。

問
／
副
市
長
を
４
人
制
に
す
る
意
向
だ
が
、
ま
す
ま
す
屋

上
屋
を
重
ね
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
財
政
健
全
化
、
他

分
野
へ
の
予
算
配
分
等
を
進
め
る
う
え
で
、
副
市
長
４
人

制
を
取
り
下
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
／
人
件
費
が
増
加
す
る
場
合
は
、
公
約
を
は
じ
め
、
市

の
政
策
・
施
策
の
推
進
に
よ
る
成
果
を
も
っ
て
、
し
っ
か

り
と
費
用
対
効
果
の
発
揮
に
つ
な
げ
た
い
。

問
／
今
ま
で
八
木
副
市
長
が
理
事
を
兼
務
し
て
き
た
が
、

何
か
問
題
が
生
じ
た
の
か
。
私
は
理
事
を
置
く
必
要
は
な

い
と
考
え
る
が
、
理
事
の
必
要
性
を
聞
き
た
い
。

答
／
理
事
の
職
の
必
要
性
を
確
認
し
、
有
効
に
機
能
し
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
た
た
め
、
令
和
５
年
４
月
か
ら
兼
務

を
解
き
、
単
独
で
理
事
を
配
置
す
る
体
制
と
し
た
。

問
／
ガ
ス
水
道
事
業
管
理
者
は
置
か
ず
、
以
前
の
よ
う
に

市
長
ま
た
は
副
市
長
の
兼
務
で
良
い
の
で
は
。

答
／
原
料
価
格
の
高
騰
等
へ
の
対
応
や
人
材
育
成
等
、

様
々
な
経
営
課
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
現
体
制
を

し
っ
か
り
確
保
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
分
室
の
見
直
し
は

問
／
令
和
４
年
６
月
定
例
会
で
頸
北
４
区
に
偏
っ
て
い

る
点
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
早
く
解
決
し
た
い
と
回
答
が

あ
っ
た
。
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
た
の
か
。

答
／
令
和
５
年
４
月
か
ら
見
直
し
の
第
一
歩
と
し
て
、
分

室
の
職
員
を
寺
町
の
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
集

約
し
、
相
談
支
援
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

丸
山　
章
（
政
新
ク
ラ
ブ
）

行
政
の
組
織
体
制
は

適
切
か
？

上
野　
公
悦（
日
本
共
産
党
議
員
団
）

耐
震
設
計
・
改
修
へ
の

補
助
制
度
を

栗
田　
英
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（
政
新
ク
ラ
ブ
）

地
域
自
治
区
の
地
域
協
議

会
と
事
務
所
の
位
置
づ
け


